
 資料５  

 

児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の 

事業所数及び利用者数について 

 

１ 児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所とは 

  児童発達支援とは、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認めら

れる未就学の障害児に対し日常生活に係る基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活

への適応訓練等を行う事業です。 

放課後等デイサービスとは、就学中の障害児に、放課後や学校の休業日等において、生

活能力の向上のために必要な訓練等を行う事業です。 

 

２ 支給決定者数及び市内事業者数（令和４年１２月末現在） 

  児 童 発 達 支 援   支給決定者数：1,774 人  市内事業者数：115事業所※ 

  放課後等デイサービス  支給決定者数：2,745 人  市内事業者数：143事業所 

※児童発達支援センター含む、医療型児童発達支援は除く 

 

３ 利用等実績 

〇児童発達支援 ※医療型児童発達支援は除く 

年  度 30 年度 31 年度 2 年度 3 年度 4 年度 

実利用者数（人） 1,114  1,356  1,614  1,602  2,078  

延利用者数（人） 8,887  10,759  12,603  15,087  14,336  

定員（人）※ 555  641  711  1,104  1,229  

事業所数 65  68  86  101  115  

   

〇放課後等デイサービス 

年  度 30 年度 31 年度 2 年度 3 年度 4 年度 

実利用者数（人） 1,652  1,884  1,798  2,263  2,579  

延利用者数（人） 16,825  19,468  19,593  24,589  22,963  

定員（人）※ 976  1,061  1,111  1,324  1,429  

事業所数 101  108  118  128  143  

※定員は多機能型事業所において児童発達支援と放課後等デイサービスとの合計 

定員・事業所数は 4 月 1 日現在  

 


